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標記につきましては、令和５年６月９日から令和５年７月８日まで御意見を募集した

ところ、７件の御意見をいただき、うち１件は本件に関する御意見、残り６件は本件と

は関係のない御意見でした。 

お寄せいただいた御意見の概要と、それに対する当省の考え方について、以下のとお

り取りまとめましたので、公表いたします。パブリックコメントの対象となる案件につ

いての御意見に対する考え方のみを公表しておりますので御了承下さい。 

また、以下に取り上げていない御意見につきましても、今後の職務の参考とさせてい

ただきます。 

今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 

【第３ ホームレス自立支援施策の推進 関係】 

 

御意見の概要 御意見に対する考え方 

本意見募集は「行政手続法に基づく手続」

として行われているが、定めようとする「ホ

ームレスの自立の支援等に関する基本方針」

は、どのような意味で行政手続法第２条第８

号に規定する「命令等」に該当するのか。

（一見すると、処分の要件を定める告示であ

るとも、審査基準・処分基準・行政指導指針

であるとも見えない。） 

当該基本方針は、法第２条第８号

に基づく命令等には該当しません。 

行政手続法第 39条において、命

令等制定機関が法第２条第８号に基

づく命令等を定めようとするとき

は、意見公募手続を実施することと

されていますが、命令等に該当しな

いものについても、任意でパブコメ

を行うことは妨げられていません。

本基本方針の策定に当たっても、行

政運営のさらなる公正の確保を図る

観点等から、行政手続法に規定され

る手続きに準じて意見公募手続を実

施し、広く一般の意見を求めること

としています。 


